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広域連合だより広域連合だより広域連合だより
構成市町村

平成２８年度のごみ焼却量を報告します。平成２８年度のごみ焼却量を報告します。

　右の図１は、清掃センターで
焼却されたごみの量です。平成
28年度は 22,503ｔで、平成 27
年度より 563ｔ（2.4％）減少し
ました。平成 24年度と比較す
ると 1,588ｔ（6.6％）の減とな
っています。
　右下の表 1は、市町村別ごみ
焼却量の推移です。平成 28年
度は平成 27年度と比較すると、
門川町は増加したものの、日向
市、美郷町、諸塚村、椎葉村は
減少する結果となりました。
　下の図２は、平成 28年度の
ごみ焼却量の市町村別の割合と
なっています。日向市と門川町
で全体の 94％を占めています。
　

　　
　平成 29 年度からは、諸塚村、
椎葉村もプラスチック製容器包
装の分別を始め、圏域すべての
市町村がプラスチック製容器包
装の分別を行っています。　
　今後もごみ減量化に向けて、
皆様のご協力をお願いします。

（ｔ）

Ｈ28 年度ごみ焼却量市町村別の割合（図 2）

市町村別ごみ焼却量の推移（表 1）

（ｔ）

「まりちゃん」です。

ごみ焼却量推移（図 1）
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平成２８年度広域連合

　歳入総額 5 億 9,084 万 1 千円、歳出総額 5 億 5,820 万 6 千円で実質収支は、3,263 万 5 千円の
黒字決算でした。剰余金の 3,263 万 5 千円は全額基金に積み立てました。

　「第４次日向東臼杵広域連合広域計画」に沿って、

主に財務に係る事務事業を通じて円滑な運営を図りま

した。ホームページや広域連合だよりを通して、情報

の公開を行いました。また、構成市町村や関係機関と

の会議を開催しました。

　①正副連合長会議  3 回　

　②事務事業関係課長会 ３回　

　③地元 ( 広見、本谷、西川内 ) への業務説明会 １回

　「広域連合清掃センタ－長寿命化計画書」に基づき、

クリンカ付着防止板改修工事、ごみクレーンインバー

タ更新工事等を行いました。

　ごみの減量化等により、焼却炉の交互運転が完全実

施できたことで、需用費の大幅削減や計画的な維持補

修工事等の対応が可能となり、清掃センターの運営管

理を適切かつ効率的に行うことができました。

　施設の適切な運営管理のため、必要な機械器具の部

品交換や修繕等を行いました。

また利用者に清潔で快適な空間を提供するため、環境

整備に努め、円滑な運営管理を行うことができました。

　火葬炉設備は、排ガスの適正処理、安定した火葬執

行のため C 系統バグフィルターろ布、１～５号炉の主

燃室耐火物及びグランドパッキン取替工事等を行いま

した。

監査委員の決算審査意見書 (抜粋 )

審査の結果
　審査に付された歳入歳出決算書及び附属書類

は、いずれも関係法令に準拠して作成されてお

り、その計数においても正確で、平成２8年度

における歳入歳出予算の執行状況は、おおむね

適正であると認められた。

主な事業

決算

■総務一般事務費

■ごみ処理施設運営管理費

■斎場施設運営管理費

■斎場施設整備事業

歳入 歳出
使用料及び手数料
27,348千円
4.6%

財産収入
163千円
0.0%

諸収入
88千円
0.0%

議会費
740千円
0.1%

総務費
32,409千円
5.8% 斎場施設費

51,285千円
9.2%

最終処分場費
11,759千円
2.1%

公債費
122,900千円
22.0%

ごみ処理施設費
339,113千円
60.8%

負担金
46,127千円
7.8%

分担金（椎葉村）
33,124千円
5.6%

分担金（諸塚村）
30,392千円
5.1%

分担金（美郷町）
44,818千円
7.6% 分担金（門川町）

118,503千円
20.1%

分担金
（日向市）
290,278千円
49.1%

　歳入総額
590,841千円

　歳出総額

558,206千円

衛生費
402,157 千円 
72.1％

（歳入の構成比は、端数処理のため合計が100％ではありません。）



今年度、清掃センターの煙突頂上部補修工事を行いました。

　　清掃センター煙突頂上部補修工事
　

　清掃センターの煙突は、供用開始から２６年が経過

しています。平成１７年度に大規模な煙突改修工事を

行いましたが、現在では老朽化によるひび割れや腐食

が見受けられ、昨年度と今年度の２回にわたって専門

業者による煙突の詳細調査を行いました。

　調査結果は、経年劣化が激しく煙突の改修又は更新

が必要であるとのことでしたが、応急措置として特に

劣化の激しい煙突頂上部の内部補修工事を行いました。

　今後、計画的に清掃センターの整備等を検討します。
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　諸塚村では、平成２７年度から一部の地区で「プラ

スチック製容器包装」（以下「プラ」という）の分別を

試験的に実施し、今年度から村全体での分別収集を開

始しました。

　下記グラフは、平成１６年度から平成２８年度まで

の清掃センターへのごみ搬入量推移です。

　平成２０年度からグラフが横ばいになっています

が、今年度から実施するプラ分別で、搬入量の減少が

期待されます。

　ごみの資源化は、住民の皆様のご理解ご協力が必要

不可欠です。諸塚村の豊かな自然環境を後世に引き継

いでいくためにも、ルールを守って住みよい環境づく

りに取り組んでいきましょう。

日向入郷圏域のごみ処理の現状と課題について、シリーズでお伝えしています。
今回は、諸塚村のプラスチック製容器包装の分別収集についてお知らせします。

ごみ処理の現状と課題について学ぼう！

　この広域連合だより

作成も今回で３回目と

なり、ごみの減量化が

進んでいる事を感じて

います。食品ロスとい

う言葉がありますが、

毎日の食事でも食べ物

を無駄にしないよう食

べれる量を作ることを

心がけたいです。（Ｋ）

【編集後記】

プラの収集状況（一時保管場所）

日向地区斎場東郷霊苑からのお知らせ

※ペースメーカーを装着されている場合は、火葬中破裂するので事前にお知らせください。

◎納棺時の副葬品についてのお願い

副葬品として制限されるものは以下のとおりです。
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清掃センターへのごみ搬入量推移（ｔ）

東郷霊苑では、火葬炉内での火災や爆発事故、ダイオキシン類の発生を防止するため、棺に入れる副葬品の制限を行っています。
納棺の際の副葬品は最小限でお願いするとともに、次の品目はお納めにならないようご協力をお願いいたします。

 諸塚村で「プラスチック製容器包装分別」を始めました。


